
 

  

 
 
 
 
 

第二次 

市立四日市病院 

中期経営計画 
（平成2５～2９年度） 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年１２月 

市立四日市病院 

 



 

 

目  次 
 

 
Ⅰ．はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 
   

Ⅱ．第一次中期経営計画の取り組み状況 ・・・・・・・・・・・・・・２ 
   
Ⅲ．現状と課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

   １ 当院の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 
   ２ 経営の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 
   ３ 今後の課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

 
Ⅳ．当院の目指す姿と目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 
 

Ⅴ．役割と使命・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 
 
Ⅵ．重点項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

 
Ⅶ．重点戦略の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 
   重点戦略１ 急性期医療を担う北勢地域の中核病院の構築・・・１４ 

   重点戦略２ 地域医療の質の向上への貢献・・・・・・・・・・２０ 
   重点戦略３ 健全な病院経営の実現、適正で効率的な健全 

経営の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

 
Ⅷ．病院経営指標と目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 
 

Ⅸ．職員数に関する考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２ 
 
Ⅹ．中期経営収支計画(平成２５～２９年度)・・・・・・・・・・・・３４ 

 
中期経営計画用語解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９ 

 



 

 - 1 -

 
 
 
人口の減少とともに本格的な少子高齢社会の到来、経済の低成長、市民生活
や意識の変化及び多様化など、社会環境が大きく変化するなか、医療へのニー
ズも多様化、専門化、高度化し、質の高いサービスが求められており、病院運
営は一層難しさを増しています。 
国においても、社会保障の強化を確実に実施するとともに社会保障全体の持
続可能性の確保を図るため、社会保障と税の一体改革が進められており、医療
についても、急性期病床の位置付けを明確にし、医療資源の集中投入による機
能強化を図るなど病院、病床の機能強化や在宅医療の推進を図る方針が閣議決
定されています。 
市立四日市病院（以下「当院」といいます。）においても、公立病院としての
役割と使命を明確にするとともに、病院機能の充実、強化、医療の質の向上、
経営基盤の確立などに取り組むため、平成 20 年３月に具体的な数値目標を掲げ
た「市立四日市病院中期経営計画（平成 20 年度～平成 24 年度）」（以下「第一
次中期経営計画」といいます。）を策定し、病院経営の健全化に取り組んできま
した。 
第一次中期経営計画に基づく取り組みの結果、当初目標とした数値を概ね達
成することができ、救急医療、周産期医療、高度医療などの充実を図ったほか、
医師、看護師などの負担軽減のための人材確保やチーム医療の推進による医療
の質の確保などを趣旨とする診療報酬改定も追い風となって平成22年度及び23
年度については累積欠損金の縮減も図ることができました。 
しかしながら、医師、看護師をはじめとする医療従事者の確保、地方公営企
業法の約 40 年ぶりの改正への対応、拡大する急性期医療、周産期医療、がん治
療など高度医療ニーズへの対応と在宅医療への支援など当院の抱える課題は多
く、医療や病院経営を取り巻く環境は依然として厳しいものがあります。 
そのため、当院が引き続き北勢地域の急性期医療、高度医療を担う中核病院
として、質の高い医療を提供しつつ安定した経営を維持していくために、市総
合計画（平成 23 年度～平成 32 年度）との整合を図りながら、今後の当院の取
り組み方針について明らかにするため「第二次市立四日市病院中期経営計画（平
成 25 年度～平成 29 年度）」を策定します。 
これに基づき、より一層の経営改善を推進するとともに、質の高い医療の提
供及び地域医療の充実支援に努め、より信頼される病院を目指します。 

 

Ⅰ．はじめに 
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 第一次中期経営計画において策定した具体的な項目の主な取り組み状況は次
のとおりです。 
 
１．救急医療の充実 

  24 時間体制で重症及び複数の診療科領域にわたる重篤な救急患者に対する
高度な診療機能を有するとして、平成 21 年２月に救命救急センターの指定を
受けました。その後も施設の増築を行い専用病床の増床やＭＲＩの導入など
救急医療の充実を図っています。 
 
２．施設設備の充実 

  平成 22 年４月から病棟増築・既設改修工事に着手しました。既設改修では
プライバシーに配慮するため中待合を廃止するなどの外来改修や、増える患
者からのニーズに対応するために化学療法室の整備などを行いました。また、
既設棟には９室だった手術室を増築棟には 12 室整備するとともに、災害時に
も対応できるように手術室だけではなく中央材料室や厨房も免震構造の増築
棟に整備しました。あわせて、増築棟にはクリーン病床を整備したほか、病
室は全て個室か４人床室として療養環境を改善しました。 
 
３．地域がん診療連携推進病院の指定 

  緩和ケアの提供、地域連携クリニカルパスの整備、がん医療に携わる医療
従事者の体制の整備などを行い、平成 22 年 12 月に地域がん診療連携推進病
院の指定を受けました。 
 
４．周産期医療体制の整備 

  増築棟の建設に合わせてＮＩＣＵ（新生児集中治療室）９床、ＧＣＵ（新
生児治療回復室）12 床を整備するとともに看護体制も整備しました。また、
妊娠中の母体と胎児を高度な超音波診断装置などで診断することにより早期
に胎児の状態を把握し、早期治療につなげるために母体・胎児診断センター
を開設しました。 
 
５．地域医療支援の推進 

  当院とかかりつけ医との紹介、逆紹介の推進、研修会や講演会の公開など
による地域の医療従事者のスキルアップへの貢献、地域の医療従事者への当
院の施設や設備の活用促進などにより、地域医療全体の質の向上を図り平成
24 年６月に地域医療支援病院の承認を受けました。 

 
 

Ⅱ．第一次中期経営計画の取り組み状況 
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６．病院経営形態の方向性 

  当院の経営形態について検討した結果、地方公営企業法の改正により独立
行政法人の会計基準とほぼ同様の会計処理ができるようになることなどによ
り、現行制度を柔軟に運用することを前提に現在の経営形態である地方公営
企業法の全部適用を継続していくこととしました。 
 

７．病院経営指標の達成状況 

  病院経営指標とその目標値を設定しましたが平成23年度における達成状況
は次のとおりです。病床利用率、入院患者数、臨床研修医の採用人数、救急
患者数は目標値に及びませんでしたが、他の項目については目標値を超えま
した。 

指標 目標値 
平成 23 年度
の実績 

達成○ 

未達× 
備考 

医業収支比率 100%以上 101.2% ○ 
20 年度以降上昇し、22 年度以降

目標値を達成 

経常収支比率 100%以上 102.2% ○ 
20 年度以降上昇し、22 年度以降

目標値を達成 

病床利用率 82.0％以上 78.9% × 
78.7%から 80.5%までの利用率を

推移 

平均在院日数 12.5 日以下 11.1 日 ○ 
順調に推移し、21 年度以降目標

値を達成 

給与費対医業
収益比率 

50%以下 47.5% ○ 
46%から 50%までの比率を維持 

材料費対医業
収益比率 

30%以下 29.9% ○ 
高度医療の実施に伴い比率は高

まる傾向にある 

入院患者数 
対前年比 3%
以上の増 

2.4%の増 × 
のべ人数は微増だが新規入院患

者数は約 7％の伸び 

外来患者数 
対前年比 5%
減以内 

0.5%の増 ○ 
減少ではなく微増状況 

臨床研修医の
採用人数 

採用予定人
数を満たす 

1 人不足 × 
フルマッチしても学生側の事由

のため 1人不足 

救急患者数 
30,000 人以
上 

24,777 人 × 
救急患者数は減少傾向 

医療事故(ア
クシデント)
件数 

対前年比 30%
以上低減し、
20 件以下 

5 件 ○ 
23 年度から、事故の基準を患者

への影響度で数をカウントする

という全国的な基準に見直した 
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１ 当院の状況 

 
・病床数 
５６８床 一般病床５６６床  感染症病床２床 

 

 ・職員職種表      （平成 24 年 4月 1日現在）（単位：人） 

職種 人数 常勤嘱託等を含む人数 

医師 ８９ １３８ 

助産師、看護師 ４７９ ５０８ 

薬剤師 １９ １９ 

医療技術職員 ８２ ８７ 

その他職員 ３４ ６８ 

計 ７０３ ８２０ 

 

 ・標榜診療科（27 診療科）           （平成 24 年 7 月 1日現在） 
 

 

 

 

 

 
 ・特殊外来 
 
 
 
 
 ・主な医療機器 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ．現状と課題 

内科、腎臓内科、血液内科、糖尿病・内分泌内科、精神科、脳神経内科、呼吸器内

科、循環器内科、消化器内科、小児科、外科、消化器外科、乳腺外科、形成外科、

呼吸器外科、心臓血管外科、整形外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器

科、眼科、産婦人科、放射線科、リハビリテーション科、歯科口腔外科、麻酔科 

もの忘れ外来、ペースメーカー外来、小児神経外来、小児腎臓外来、ＮＩＣＵ外来、

レーザー外来、助産外来、コンタクト外来など 

ハイブリッド手術システム１台、全身用磁気断層撮影装置（ＭＲＩ）３台、コンピ

ュータ断層撮影装置（ＣＴ）３台、血管撮影装置３台（脳血管用１台、循環器用２

台）、ＩＶＲ－ＣＴ装置１台、手術用ナビゲーションシステム１台、脳内視鏡シス

テム１台、体外衝撃波結石破砕装置（ＥＳＷＬ）１台、放射線治療装置（ＬＩＮＡ

Ｃ）１台、フルデジタル乳房Ｘ線診断装置（マンモグラフィ）１台、ガンマカメラ

１台、超音波診断装置、内視鏡装置、無菌治療装置など 
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・患者数等 
 21 年度 22 年度 23 年度 

入院患者数 
（１日平均）（人） 

１６４，８７５

（４５２）

１６３，１１２

（４４７）

１６３，９４３

（４４８）

外来患者数 
（１日平均）（人） 

３９２，２１２

（1，６２１）
３８９，６９１

（１，６０４）

３９９，０３８

（１，６３５）

救急患者数 
（１日平均）（人） 

２８，５０４

（７８）

２５，９５７

（７１）

２４，７７７

（６８）

救急車による患者数

（１日平均）（人） 
５，８４１

（１６）

５，８３８

（１６）

６，２９６

（１７）

病床利用率（％） ７９．５ ７８．７ ７８．９

平均在院日数（日） １２．２ １１．８ １１．１

紹介率（％） ４４．１ ４８．４ ５０．８

逆紹介率（％） ３９．６ ４３．９ ６７．６

分娩件数 
（うち帝王切開）（件） 

５８８

（２０２）

６４６

（２４５）

６１９

（２１７）

入院患者 1人１日当
たりの診療収入（円） 

５８，６８２ ６３，４５２ ６５，２０４

外来患者１人１日当

たりの診療収入（円） 
１２，９００ １３，１５９ １３，５１２

入院 
（千円） 

９，６７５，１８９

（８０６，２６６）

１０，３４９，８１９

（８６２，４８５）

１０，６８９，６８１

（８９０，８０７）

外来 
（千円） 

５，０５９，６９２

（４２１，６４１）

５，１２７，８２２

（４２７，３１９）

５，３９１，６３８

（４４９，３０３）

医業収益 
（ ）内は月平均 

計 
（千円） 

１４，９９１，２７６

（1，２４９，２７３）
１５，７３１，６９５

（１，３１０，９７５）

１６，３０６，５４３

（１，３５８，８７９）
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 ・手術件数                   （単位：件） 

診療科 21 年度 22 年度 23 年度 

腎臓内科 ８１ １０１ １４３ 

外科 １，３６０ １，４４３ １，４５９ 

形成外科 ３７４ ４３１ ４４１ 

呼吸器外科 ９５ ８４ １０６ 

心臓血管外科 １９１ １９５ １６９ 

整形外科 ８０１ １，０３４ １，１０１ 

脳神経外科 ２７１ ２９５ ３３３ 

耳鼻咽喉科 ３４４ ３１８ ３２７ 

皮膚科 ４０６ ４４１ ４４０ 

泌尿器科 ４２７ ４２８ ４１７ 

眼科 ３０９ ３８１ ８０２ 

産婦人科 ４７３ ４９３ ４５５ 

歯科口腔外科 ２５３ ２６２ ２７１ 

その他内科等 ６８ ４４ １１ 

計 ５，４５３ ５，９５０ ６，４７５ 

 
 
２ 経営の状況 

（1）収益的収支 
収益的収入について、入院・外来の患者数、病床利用率とも平成 16年以降

減少傾向でしたが、平成 23年度は 7年ぶりに増加に転じたほか、診療報酬の
プラス改定や診療報酬加算の積極的な取得をはじめとするＤＰＣ（医療費包
括支払制度）の適正運用などにより、１人１日当たりの診療収入は入院・外
来ともに増加傾向にあり、平成 23年度の総収益は、平成 21年度対比で 8.7％
増加しました。収益的支出については、職員給与費は職員数の増などにより
増加し、また、材料費についても手術件数増に伴い増加しているほか、経費
や減価償却費についてはほぼ横ばいとなっており、平成 23 年度の総費用は、
平成 21年度対比で 5.7％増加しました。 
総収益から総費用を差し引いた純損益は、平成 22年度から２年連続黒字と
なっており、平成 23年度は、前年度比約 1億５千万円の増益を計上し、3億
1千万円余の純利益となりました。 
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○収益的収支（税抜き） 

単位：千円

21年度

１. (ａ) 14,991,276 15,731,695 16,306,543

(1) 9,675,189 10,349,819 10,689,681

(2) 5,059,692 5,127,822 5,391,638

(3) 256,395 254,054 225,224

２. 644,405 714,735 682,207

(1) 356,099 393,548 423,366

(2) 151,998 161,996 74,265

(3) 32,026 49,149 63,245

(4) 104,282 110,042 121,331

(A) 15,635,681 16,446,430 16,988,750

１. (ｂ) 15,195,599 15,725,035 16,112,013

(1) (ｃ) 7,061,540 7,285,218 7,737,821

(2) (ｄ) 4,649,676 4,674,954 4,877,670

(3) 2,507,451 2,592,917 2,484,831

(4) 889,688 883,997 893,776

(5) 87,244 287,949 117,915

２. 501,886 501,690 505,633

(1) 34,889 27,831 28,093

(2) 466,997 473,859 477,540

(B) 15,697,485 16,226,725 16,617,646

医 　業 　損 　益 　(ａ)－(ｂ) △ 204,323 6,660 194,530

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) △ 61,804 219,705 371,104

１. (D) 213 775 824

２. (E) 73,599 57,513 60,265

特　別　損　益　(D)－(E) (F) △ 73,386 △ 56,738 △ 59,441

△ 135,190 162,967 311,663

(G) 2,755,073 2,592,106 2,280,443

22年度 23年度
 区　　分

年　　度

収
 
 
 
 
 
 
 
入

医 業 収 益

経 常 収 益

材 料 費

そ の 他

医 業 外 収 益

国 ( 県 ) 補 助 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

そ の 他

経 常 費 用

特
別
損
益

そ の 他

医 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他

(C)＋(F)

特 別 損 失

特 別 利 益

純 損 益

累 積 欠 損 金

入 院 収 益

外 来 収 益

経 費

支
 
 
 
 
 
 
 
出

医 業 費 用

職 員 給 与 費

減 価 償 却 費

 
 
（2）資本的収支 
資本的支出については、病棟増築・既設改修工事を実施しており、平成 22
年度にはＥＲ棟の増築工事、平成 23年度には外来診察室部分の改修工事が完
了するとともに、増築棟が概成しました。また、その財源としての資本的収
入については、これら病院施設、設備の整備や充実による資本的支出に伴う
もので、企業債や出資金などを充当しています。 
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○資本的収支（税込み） 
単位：千円

21年度

１. 364,400 786,500 4,033,400

２. 483,348 488,583 1,096,104

３. 0 0 0

４. 0 0 0

５. 0 0 0

６. 50,000 828 189

(A) 897,748 1,275,911 5,129,693

１. 642,506 1,151,687 5,387,970

２. 850,517 856,098 837,831

３. 2,400 4,200 10,400

(B) 1,495,423 2,011,985 6,236,201

差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 597,675 736,074 1,106,508

22年度 23年度

支
　
出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

そ の 他

支 出 計

収
　
　
　
入

企 業 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 負 担 金

国 ( 県 ) 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

そ の 他

収 入 計

年　　度
 区　　分

 
 
 
３ 今後の課題 

当院は、北勢地域の医療において中核病院として、救急医療、高度医療など
急性期医療を提供してきました。懸案であった病棟増築･既設改修工事について
は、平成 25年度中に完成予定であり、より良い療養環境を提供できるものと考
えています。そうした状況の中、第一次中期経営計画の進捗を踏まえ、今後、
病院機能のさらなる充実を図っていく上での課題については、次のような点に
整理することができます。 

 
◎医療体制及び病院機能向上へ向けての課題 
医療スタッフの確保 
救急医療、周産期医療、高度医療などの急性期医療を取り組むためには、

中堅医師及び初期臨床研修医や、看護師その他の医療従事者の確保が必須と
なります。平成24年４月の診療報酬の改定を含め、今後の診療報酬改定でも、
多様な医療スタッフが専門性とパートナーシップに基づき互いに連携、補完
し合い患者の状況に対応して医療の安全性と質の向上を図るためのチーム医
療の推進が評価されると予測されます。チーム医療を適正に実施していくた
めには専門分野において責任を持って業務を担う特定の資格を持った医療ス
タッフの充実が不可欠であり、そのための職員配置が必要になります。 
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◎健全経営に向けての課題 
１．黒字基調経営の継続と累積欠損金の縮減 
平成 22 年度、23 年度と黒字決算となったものの、供用を開始した増築棟
やそれに伴う医療機器の整備にかかる減価償却費の増嵩や企業債の償還が平
成 24年度から本格化するほか、電子カルテなどの総合医療情報システムが更
新の時期を迎えることから、建設改良費への大幅な支出など厳しい経営状況
が見込まれており、一層の効率的な運営に努める必要があります。 
また、平成 23 年度末の累積欠損金が 22 億８千万円余となっており、早急
な縮減が課題となっています。 

 
２．病床利用率の向上 
  第一次中期経営計画(第二次改訂)において、病床利用率 82.0％以上の指標を
掲げたものの、看護師不足や改修工事の影響などにより、平成 23 年度は
78.9％に留まりました。平成 25年度までは看護師は計画的に増員する目処が
立ったものの、改修工事のため利用できるベッド数が減少し、病床利用率に
も影響を与えることになりますが、工事の完了を受けて平成 26 年度以降は、
段階的に病床利用率の向上を図っていく必要があります。 
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１．当院の目指す姿 

当院は、住民の生命と健康を守り、福祉の増進を図るべく、救急医療、高度
医療など急性期医療を提供し、三重県の北勢地域において中核的な役割を果た
しています。近年、医療ニーズはますます高度化、多様化、複雑化しています
が、当院がこれらのニーズに対応するためには、地域の医療機関と適切な役割
分担と連携を図りながら、病院機能の充実強化に取り組むとともに、質の高い
医療を効率的かつ効果的に提供していくことが求められており、今後も急性期
医療を担う北勢地域の中核病院として、安全、安心で良質な医療を提供し、よ
り信頼される病院を目指していきます。 

 
２．目標 

 住民、患者に信頼される病院であるためには病院の基本的な機能である診療
の質の確保が重要であり、また、当院は公営企業体として健全な経営を維持し
ていくことが必要です。そのため、第二次中期経営計画において次の２点を目
標とします。 
 ●診療機能の充実強化 
 ●安定的な経営体制の確立 
 

Ⅳ．当院の目指す姿と目標 
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当院は、目標達成のために次の３つの役割と使命を踏まえ、これを基本に病
院経営に取り組むものとします。 
この役割と使命を果たすため、中期的かつ全体的な改革と戦略の計画として
本計画を策定し、その取組を推進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●質の高い医療の提供 

①質の高い医療の提供 
②救急医療の充実 
③総合周産期母子医療センターの指定 
④がん医療の推進 
⑤チーム医療の推進 
⑥臓器別センター化 
⑦災害時医療への対応  
⑧感染症対策の強化 
⑨医師、看護師、薬剤師などの人材確保とスキルアップ 
⑩最新医療機器の整備 

●地域医療の推進 

①住民、患者の視点からの医療の提供 
②病病、病診連携の推進 
③地域医療を担う人材育成への貢献 
④市関係機関、在宅福祉サービスなどとの連携 

●健全な病院経営の推進 

①業務の効率化の推進、運営コストの節減 
②法改正に伴う対応と予算編成の効率化 
③各種システムの更新 

 

●質の高い医療の提供 

急性期医療を担う北勢

地域の中核病院 

●地域医療の推進 

地域医療の質の向上へ

の貢献 

●健全な病院経営の推進 

健全な病院経営の実現、

適正で効率的な健全経

営の推進

当院の役割と使命 

Ⅴ．役割と使命 
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当院の役割と使命を果たすため、第二次中期経営計画の重点項目を次のとお
り設定します。 
 
①医療機関群Ⅱ群病院の維持 

ＤＰＣ制度が見直され、平成 24 年度からＤＰＣ対象病院はⅠ～Ⅲ群の医
療機関群に分類されることになりました。大学病院本院（80 病院）がⅠ群に
分類されるとともにⅠ群と同等の診療機能を有すると認められた当院を含
む 90 病院が医療機関群Ⅱ群病院に位置付けられました。 
今後も、高い医療レベルとしての評価である医療機関群Ⅱ群病院の維持を
目指します。 

 
②総合周産期母子医療センターの指定 

三重県の周産期医療体制整備計画に、リスクの高い妊産婦や重症な新生児
を受け入れ、高度で総合的な周産期医療を提供する施設として当院を総合周
産期母子医療センターに指定することが盛り込まれており、施設の整備、産
婦人科医師の確保などにより地域周産期総合医療センターからの移行を目
指します。 
 

③がん医療の推進 

がん医療については外科的治療（手術）、化学療法、放射線治療を効果的
に組み合わせた集学的治療や、がん性疼痛の症状緩和などを行う緩和ケアな
どを充実させていくほか、がん診療に携わる診療従事者を充実して、がん医
療を推進します。 
また、今後、治療件数の増加が予測される放射線治療の推進を図っていき
ます。 

 
④チーム医療の推進 

診療報酬制度の中で、勤務医や看護師の負担軽減や救急外来、外来診療の
機能分化を図るためチーム医療を推進する体制が評価される方向であり、医
療に従事する多種多様な医療スタッフが、各々の高い専門性を前提に、目的
と情報を共有し、業務を分担しつつも互いに連携、補完し合い、患者の状況
に的確に対応した医療を提供します。 

 
⑤総合医療情報システム（電子カルテシステム）の更新 

現行システムは平成 20 年 1 月から稼働しており、平成 27 年 1 月で丸 7年
を迎えます（ハード保証は一般的に５年）。また、基本ＯＳである Windows Xp
のサポート期限も平成 26 年４月と発表されているところから、平成 26 年度

Ⅵ．重点項目 
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に関連する各種部門システム（放射線画像システムなど）も含めたシステム
リプレースを実施します。 

 
⑥医療従事者の確保 

総合周産期母子医療センターの指定、救急医療、がん医療やチーム医療の
推進を図っていく上で、産婦人科医、放射線治療医、麻酔科医などの専門分
野の医師や、病棟薬剤師、看護師などの医療従事者の確保は急務であり、職
員定数の見直しを行います。 
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①質の高い医療の提供 

 北勢地域の中核病院として高度医療、救急医療を充実し、質の高い医療レベ
ルを保持することにより地域住民の高まる医療ニーズに貢献します。また、医
療レベル評価として医療機関群Ⅱ群病院指定の維持を目指します。 
 

取組項目 取組内容 目標年度 

質の高い医療の提供 高い診療密度の維持、研修医の確保、難易度の高
い手術の実施、重症患者に対する診療の実施など
高度医療、救急医療を充実し、医療機関群Ⅱ群病
院機能を維持する中で質の高い医療を提供しま
す。 

25～29 

 

②救急医療の充実 

緊急の入院や手術が必要な重症の救急患者への診療を行う二次救急医療に加
え、重症外傷や複数診療科にまたがる重篤患者に対する三次救急医療を担う救
命救急センターとして救急医療を充実します。 
 

取組項目 取組内容 目標年度 

救命救急体制の強化 三次救急への対応力を高めるため、救急科専門医
や専任医師、看護師など救急に携わる医療従事者
の確保に努めるとともに、院内トリアージの実施
など緊急度、重症度に応じた救命救急体制の充実、
強化を目指します。 

25～29 

専門診療科との連携
強化 

重症及び複数の診療科領域にわたる急性期の病態
に対応し高度の診療に取り組むために、救急医と
各診療科専門医との連携を一層強化していきま
す。 

25～29  

重点戦略１ 
 急性期医療を担う北勢地域の中核病院の構築 

Ⅶ．重点戦略の推進 
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救命救急センター業
務の明確化 

一次救急を担う診療所との機能分担により、二次
救急医療機関として重症患者に対応するととも
に、重篤患者に対する三次救急医療を担う救命救
急センターとして地域において果たすべき役割の
明確化を図ります。 

25～29 

臓器提供医療の適正
な運用 

臓器提供施設として、脳死患者の臓器を提供する
場合には、当院の脳死判定委員会に諮るとともに、
社団法人日本臓器移植ネットワークと連携し、適
正に臓器提供が実施されるよう努めます。 

25～29 

 

③総合周産期母子医療センターの指定 

周産期母子医療センターに、ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）、ＧＣＵ（新生児
回復治療室）に加えＭＦＩＣＵ（母体・胎児集中治療室）を整備するとともに、
医師、看護師などの確保を図るなど周産期医療体制の充実に努めるほか、地域
の産科医療機関との連携を図り、地域周産期母子医療センターから総合周産期
母子医療センターへの移行を目指します。 
 

取組項目 取組内容 目標年度 

妊産婦医療の充実 産婦人科医、助産師、麻酔科医などの確保に努め
るとともに、ＭＦＩＣＵ（母体・胎児集中治療室）
などの体制を整備し、周産期救急搬送の受け入れ
などリスクの高い妊産婦にも対応します。 

25～29 

新生児医療の充実 小児科医の確保など人的な体制を整備し、既に施
設的整備を行ったＮＩＣＵ（新生児集中治療室）、
ＧＣＵ（新生児回復治療室）や、未熟児への退院
後のフォローなどの新生児医療の一層の充実を
図ります。 

25～29 

総合周産期母子医療
センターへの移行 

合併症妊娠、妊娠高血圧症候群、切迫早産をはじ
めとする母体または児におけるリスクの高い妊
娠に対応するために、周産期医療体制を整備し総
合周産期母子医療センターの指定を目指します。 

25～26 

産科外来の充実 地域の医療機関からの妊産婦の受け入れのため
に、母体・胎児診断センターや助産外来など産科
外来の充実を図ります。 

25～29 

 

④がん医療の推進 

当院は北勢二次保健医療圏においてがん医療の高い実績を有しており、外科
的治療、放射線治療、化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療、緩和ケア
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などを推進します。また、がん診療に携わる医療従事者を充実するとともに、
地域におけるがん診療に関する拠点としての充実を図ります。 
 
 

取組項目 取組内容 目標年度 

地域におけるがん診
療の充実 
 

外科的治療、放射線治療及び化学療法を効果的に
組み合わせた集学的治療、緩和ケアなどを充実す
るほか、がん医療に携わる医療従事者の増員や体
制の整備、施設の充実、がん登録、相談支援や他
の医療機関との連携を進めて、がん診療の充実を
図ります。 

25～29 

放射線治療の充実 今後、増加が見込まれる肺がん、乳がんなどのが
ん患者への集学的治療のために人的配置など放射
線治療の充実を図るとともに、次の段階として放
射線治療のソフト、ハード両面にわたる整備を検
討します。 

25～29 

化学療法の推進 患者の状態に合わせ、入院による治療だけではな
く、外来における化学療法を推進し、患者の負担
を軽減します。 

25～29  

緩和ケアの充実 
 

がん性疼痛の軽減を目的とした治療を受けている
患者に対して、入院時だけでなく外来においても
対応できるように緩和ケア体制を充実します。ま
た、地域の医師などと連携して緩和ケア研修会を
開催し、緩和ケアに携わる医療従事者の拡充を図
ります。 

25～29 

 

⑤チーム医療の推進 

医師、看護師、薬剤師など多様な医療スタッフが、専門性とパートナーシッ
プに基づいて、目的と情報を共有し互いに連携、補完し合い、患者の状況に的
確に対応するようチーム医療を推進し、医療の安全性と質の向上を図ります。 
 

取組項目 取組内容 目標年度 

病棟薬剤業務の充実 病棟薬剤師を配置し、服薬歴や副作用の発生など
の患者情報を把握し、その情報を医師、看護師と
共有するとともに、処方提案を行うなど薬物療法
の安全性の向上を図ります。 

25～29 

緩和ケアの充実 現在設置している緩和ケアチームへの人材確保
（医師、看護師など）に努め、がん性疼痛の患者
に対する緩和ケアの充実を図ります。 

25～29 
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感染防止対策の充実 医師、看護師、薬剤師、検査技師が中心となって、
院内の感染防止の推進を図るとともに、他病院と
のカンファレンスや相互評価を実施して、地域で
ノウハウを共有し、感染症発生時の対応を含めた
感染防止対策を充実します。 

25～29 

周術期における口腔
機能管理などの推進 

周術期などの患者に対して、歯科医師が包括的に
口腔機能管理を行い、歯科衛生士が口腔衛生処置
を専門的に行うことで、術後感染の防止など患者
の安全性の向上に努めます。 

25～29 

糖尿病療養相談など
による予防の推進 
 

医師、看護師、管理栄養士、薬剤師などによる糖
尿病教室や、糖尿病療養相談、栄養相談、薬剤指
導などを引き続き実施し、生活習慣病などの予防
に努めます。 

25～29 

 

⑥臓器別センター化 

 病棟に、内科系と外科系が緊密に連携した臓器別のセンターを設け、手術の
早期実施、スムーズな治療展開により、効率のよい質の高い医療の提供を目指
します。 
 

取組項目 取組内容 目標年度 

臓器別センター化に
よる医療の質の向上 

病棟に、消化器、循環器、脳神経など臓器別のセ
ンターを設け、内科系と外科系の緊密な連携のも
とで良質な医療の提供を図ります。 

26 

 

⑦災害時医療への対応 

災害拠点病院として、地震、津波、風水害などの自然災害、大規模事故、火
災その他住民の生命及び健康を脅かす事態に対して、発生時に迅速かつ適切な
対応ができるよう備えます。 
 

取組項目 取組内容 目標年度 

災害拠点病院として
の機能の強化 
 

災害急性期における重篤患者、重傷患者への緊急
対応を中心に、状況に応じた診療機能と体制の強
化を図ります。 

25～29 

ＤＭＡＴ（災害時派遣
医療チーム）などの充
実 

ＤＭＡＴ隊員を計画的に養成し、迅速な動員、派
遣などの即応体制の充実を図ります。また、災害
被災地からの要請に基づく医療救護班の派遣体制
についても整備を図ります。 

25～29 
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災害訓練の充実 災害が発生したときに的確に対応するために、関
係機関と連携して災害対応訓練や机上災害対応訓
練を実施します。 

25～29 

ライフラインの確保
と備蓄 

ライフラインである水（地下水）、電気（自家発電）
について病院独自の供給体制を整備するととも
に、食料、診療材料、薬品などの備蓄を図ります。 

25～29 

 

⑧感染症対策の強化 

第二種感染症指定医療機関として、ポリオ（急性灰白髄炎）、ＳＡＲＳ（重症
急性呼吸症候群）などの二類感染症への対応のほか、新型インフルエンザなど
の新型感染症に一次的な対応ができるよう備えます。また、院内感染対策も強
化します。 
 

取組項目 取組内容 目標年度 

感染症に係る関係機
関との連携強化 

感染症の発生予防について定期的に保健所などと
情報収集、提供を行うとともに、発生時には速や
かに情報交換を行い、関係機関と連携、協力し、
迅速な対応を行えるようにします。 

25～29 

感染症の大流行への
対応 

感染症の大流行に備えて対応マニュアルを必要に
応じて見直すほか、院内訓練や教育の実施、医療
従事者や入院患者などに係る防護用品の計画的な
備蓄、更新に努めます。 

25～29 

院内感染に対する備
え 

職員の意識を高めるため、感染症の防止や発生時
の対応にかかる研修を実施するとともに、職員に
よる感染防止対策チームを中心に院内感染対策の
強化を図ります。 

25～29 

 

⑨医師、看護師、薬剤師などの人材確保とスキルアップ 

急性期医療、高度医療を担う病院として必要な診療体制と人材の確保、看護
体制の充実、医師をはじめとする医療専門職の技術向上を図ります。 
 

取組項目 取組内容 目標年度 

医師の確保 今後も北勢地域の中核病院として急性期医療、高
度医療を担っていくためにも医師の充実は重要で
あるため、職場環境の向上を図るとともに大学医
学部にも協力を求め医師の確保に努めます。 

25～29 
 

臨床研修医の確保 医学部学生の病院実習の積極的な受け入れ、臨床
研修プログラムの見直し、きめ細かな指導など、

25～29 
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研修医にとって魅力ある病院づくりを行うことに
より初期研修医の確保に努めます。また、各診療
科による専門知識の教授、手技の指導などの教育
体制の充実、強化を図ることにより後期研修医の
確保に努めます。 

 

看護師、助産師の確保
と定着 

学生実習の積極的な受け入れ、看護師養成校への
個別訪問、カムバック研修による潜在看護師の掘
り起こし、就職準備資金貸付制度などにより看護
師、助産師の確保に努めるとともに、きめ細かな
指導体制、育児短時間勤務制度、院内託児所の整
備などにより定着を図ります。 

25～29 
 
 

医師などの先進医療
機関、学会などへの積
極的な派遣 

新たな専門知識や技能の習得、技術の維持のため、
医師、看護師、薬剤師などを先進医療機関や各種
学会、海外を含む研修へ積極的に派遣し、医療を
担うマンパワーの資質、技術の向上を図ります。 

25～29 
 
 

看護師、薬剤師などの
資格取得の支援 

当院が必要と判断した認定看護師、専門看護師、
認定薬剤師などの資格取得を支援するため、長期
の研修派遣を行い、専門的な知識と技術を持った
人材の育成に努めます。 

25～29 
 
 

 

⑩最新医療機器の整備 

患者に安心、安全で高度な医療を継続的に提供するため最新の医療機器の整
備を計画的に行います。 
 

取組項目 取組内容 目標年度 

最新医療機器の整備 患者に高度な医療を継続的に提供するため、更新
時期が到来した医療機器を計画的に最新機器に更
新するとともに、必要に応じて新規の医療機器の
導入を図ります。 

25～29 
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①住民、患者の視点からの医療の提供 

当院が提供する医療は、住民、患者の視点から提供されるべきものであり、
インフォームド・コンセントの充実、クリニカルパス（詳細な入院診療計画）
の推進など、患者の意思と権利を尊重し、患者との適切な信頼関係のもとに医
療の提供を行います。また、入院患者の療養環境の改善に努めます。 
 

取組項目 取組内容 目標年度 

インフォームド・コン
セント、セカンドオピ
ニオンの充実 
 
 
 

診療内容について、副作用やリスクなどを含めた
十分な説明を行い、患者の自己決定権を尊重しな
がら、同意を得て治療を進めるインフォームド・
コンセントを充実します。また、患者が主治医以
外の専門医の指導、助言などを希望する場合には
セカンドオピニオンを適切に実施します。 

25～29 

クリニカルパスによ
る治療の標準化 

疾病ごとに手術や検査など、入院から退院までの
治療方針を示したクリニカルパスを作成し患者に
示すとともに、治療方針を医療スタッフが共有し
治療の標準化を図ります。 

25～29 

入院療養環境の向上 既設改修工事により、６人床室を４人床室に改修
して、１床当たりの面積を広げるほか、病室のド
アを引き戸にします。また、改修した個室にはト
イレとインターネット環境を整備し療養環境の向
上を図ります。 

25 

退院後の療養に向け
た支援 

退院後の転院や在宅療養に不安のある患者や家族
に対し、退院調整看護師や社会福祉士が中心とな
り、退院に向けた相談、支援を入院当初から行い
ます。また、必要に応じて医師、訪問看護師など
退院後の生活を支える関係者との間でケアカンフ
ァレンスを行い支援の方針を決定します。 

25～29 

医療事故の防止と医
療安全対策の強化 
 
 

医療安全管理委員会を中心とした事例の分析、改
善方策の院内共有化、医療安全研修の実施により、
事故防止の要点や対策について職員へ周知徹底を
図り危機管理意識を高めることで、医療事故の防
止と医療安全対策の強化に努めます。 

25～29 

 

重点戦略２ 
 地域医療の質の向上への貢献 
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②病病、病診連携の推進 

急性期から回復期を経て自宅に戻るまで、患者が一貫した治療方針のもとに
切れ目のない医療を受けることができるよう、市内の基幹病院などとの病病連
携や、かかりつけ医などとの病診連携など、地域の医療機関との連携及び機能
分担を図りながら、効率的な医療の提供に努め地域医療支援病院としての役割
を果たします。 
 

取組項目 取組内容 目標年度 

地域連携・医療相談セ
ンターと地域医療機
関などとのネットワ
ーク機能の拡大や地
域連携パスの推進 

地域連携・医療相談センターに退院調整看護師、
臨床心理士などの人材を配置し、同センターが中
心となって、かかりつけ医や地域の医療機関との
連携の強化を進めます。また、疾病の急性期から
慢性期に至る一連の治療や在宅での療養を円滑に
行うことができるようかかりつけ医を窓口として
地域の関係機関とも連携して患者の回復をサポー
トします。そのため、医師会と協働して地域連携
クリニカルパスの活用を推進します。 

25～29 

施設、医療機器の利用
促進 
 

地域の医療従事者が当院の施設や医療機器を活用
することにより地域の医師などを支援するととも
に、患者に継続的な診療を提供します。 

25～29 

セミオープンベッド
（開放型病床共同利
用）の利用促進 

患者が継続した診療を受けられるように、当院に
入院中であっても、診療所の医師が当院の医師と
ともに共同で診療に当たることのできるセミオー
プンベッドの推進を図ります。 

25～29 

地域の医療機関との
連携の効率化 

複数の医療機関にまたがる注射、処方、検査の記
録などをネットワークを経由して共有すること
で、医療機関同士の連携を効率化し、患者が医療
機関を替わっても引き続き同様の診療を受けるこ
とができる環境づくりを進めます。そのためのシ
ステムづくりについて県立総合医療センター、四
日市社会保険病院、医師会、市の保健担当部局と
協議を進めます。 

25 

紹介、逆紹介の推進 地域のかかりつけ医や病院から当院への紹介、当
院から地域のかかりつけ医や病院への逆紹介を推
進し、病院と診療所などとの連携と適正な機能分
担を進め、患者の病状に応じた適切な医療サービ
スの提供を図ります。 

25～29 

地域の医療機関との
情報共有 

市内の基幹３病院の主要幹部による意見交換会、
当院と医師会とで組織する病診連携運営協議会、

25～29 
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医師会が主催する地域連携室連絡会などで定期的
に地域の医療機関と情報交換や情報共有を図り、
地域医療を推進します。 

 

③地域医療を担う人材育成への貢献 

地域の医療従事者のスキルアップに貢献するとともに、看護学生、医療技術
学生などの養成のために臨床研修の場を提供します。 
 

取組項目 取組内容 目標年度 

研修会、講演会の公開 院内の職員のみでなく、地域の医療従事者も参加
できる研修会、講演会を定期的に開催し、参加者
の知識の向上やスキルアップを図り、地域全体の
医療の質の向上に貢献します。 

25～29 

実習指導体制の充実 次代の医療を担う看護師、薬剤師、医療技術者な
どの養成に貢献するため、養成機関からの実習や
インターンシップの受け入れを行うとともに、実
習指導体制の充実を図ります。 

25～29 

 

④市関係機関、在宅福祉サービスなどとの連携 

超高齢社会を迎え、住みなれた地域での継続的な医療や介護の充実が一層求
められていることから、関係行政機関や在宅福祉サービス提供者などとも連携
を図っていきます。 
 

取組項目 取組内容 目標年度 

関係機関などとの連
携、協力 

病院と在宅療養との継ぎ目のない連携のために、
市の保健、福祉担当部局など関係部門のほか、地
域の在宅福祉サービス提供者などとも連携しなが
ら、在宅での医療、福祉サービスの充実に向けた
協力、支援を行います。 

25～29 
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①業務の効率化の推進、運営コストの節減 

 病床利用率の向上、平均在院日数の短縮、療養環境の改善などの患者の満足
度向上に取り組み一層の収入確保を図ります。また、職員の経営参加意識の醸
成や管理部門の機能強化を図るとともに、業務の効率性を高め、医薬品、診療
材料、その他運営コストの節減を図り収益性の向上に努めます。 
 

取組項目 取組内容 目標年度 

累積欠損金の縮減 経営の効率化を図り収益性を高めることで単年度
収支の黒字化を図り、計画的に累積欠損金を縮減
します。 

26～29 

業務委託の適正化 業務委託については、人員、経費、手順などの業
務内容を含め直営で行う場合との比較検討を十分
に行い、真に効果的である場合には委託化を検討
します。また、現在委託している業務についても
適宜業務内容を見直します。 

25～29 

材料費（医薬品、診療
材料など）の節減 

医薬品及び診療材料などの調達については、購入
価格水準の見直し、後発医薬品への適正な切り替
え、診療材料の安価な同等品への切り替えの検討
などによる調達コストの抑制、節減を図ります。
また、院内在庫については、使用数量に見合った
在庫数量の見直しと、定期的な部門在庫の実地調
査を行うことで適正管理を行います。 

25～29 

未収金対策の推進 
 

未収金の発生を予防するため、医療費負担につい
て患者への適切な説明を行うとともに、経済的理
由により支払い困難な場合は公的制度の活用など
を勧めます。また、未収金については、早期回収、
督促の強化など取り組みます。 

25～29 

診療科別収支管理の
実施 
 

診療科別の収支を算定して、当院の幹部が各診療
科部長に経年的経過を示して収支の傾向を確認す
るとともにＤＰＣ分析データを基に各診療科の今
後の運営方針を協議することにより、診療科部長
を中心にコスト意識と経営参加意識の組織内浸透
を図ります。 

25～29 

 
 

重点戦略３ 
 健全な病院経営の実現、適正で効率的な健全経営の推進 
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②法改正に伴う対応と予算編成の効率化 

 事業実績及び診療報酬体系を踏まえ、計画的でより精度の高い予算編成に努
めるとともに、公営企業会計を定める公営企業法の抜本的改正や消費税関係法
令の改正に対して適正に対応します。 
 

取組項目 取組内容 目標年度 

地方公営企業法の改
正、消費税率引き上げ
への対応 

法令などの改正に対し適正に対応するとともに、
改正に伴う当院への影響などの把握に努め、的確
に対処します。 

25～27 

引当金の計画的な積
み立て 

法改正により平成 26 年度から必要額満額を積み
立てることが義務付けられた退職給付引当金につ
いて、経過措置が終了する平成 40 年度までに所要
額全額を積み立てます。なお、当計画期間におい
ては累積欠損金の縮減も大きな目標であることか
ら、引当額については各年度の予算で定めること
とします。 

25～29 

一般会計からの繰り
入れ 

不採算となる救急医療、高度医療（がん医療、小
児医療など）、医療機器の購入などの経費につい
て、国が定める一般会計繰出基準に基づき適正に
繰り入れ、必要な医療を継続的に提供することで
公立病院としての役割を果たします。 

25～29 

 

③各種システムの更新 

 更新時期が到来する医療情報システムなどの各種システムを、より効率的な
ものに更新します。 
 

取組項目 取組内容 目標年度 

電子カルテシステム
などの更新 

平成 20 年から稼働している現行の総合医療情報
システム（電子カルテシステム）については、ハ
ードの更新時期を超えるとともに、基本ＯＳのサ
ポート期限が平成 26 年４月に終了する予定であ
ることから、関連する各種部門システム（放射線
画像システムなど）も含めたハードのリプレース
を実施します。 

25～26 

財務会計システムの
全面更新 

地方公営企業法の改正による会計基準の見直しに
伴い財務会計システムを全面的に更新します。 

25 

カード支払いシステ
ムの整備 

医療費をクレジットカードで支払いできるシステ
ムを整備することで、患者の利便性の向上を図り

25～26 
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ます。 
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（１）経営財務に係る指標と目標 
重点戦略３、中期経営収支計画に基づき、健全で持続可能な経営基盤を確立
するため、５つの指標と数値目標を定め、経営指標とします。 
 
 
 
 
 
 

医業収益医業費用（百万円）・医業収支比率（％）の推移と目標数値

100.5
101.1

100.3

97.4

96.4

98.7

100.0

101.2

100%以上

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 ・・・・ 29年度

95.0

97.0

99.0

101.0

103.0

医業収益

医業費用

医業収支比率

 
 
 
 
 
 

経常収益経常費用（百万円）・経常収支比率（％）の推移と目標数値

100.4

98.2

96.6

99.6

101.4
102.2

100%以上

100.8100.8

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 ・・・・ 29年度

95.0

97.0

99.0

101.0

103.0

105.0

経常収益

経常費用

経常収支比率

 

【指標】医業収支比率  【目標】100％以上とする 
医業収支比率は、医業費用が医業収益によってどの程度賄われているかを示し、病
院の主たる経営活動の結果、経営の弾力性をみる指標。医業収益／医業費用×100
の式で算出し、安定経営を行うには 100％以上に保たれる必要があります。  

【指標】経常収支比率  【目標】100％以上とする 
経常収支比率は、経常収益（医業収益と医業外収益）と経常費用（医業費用と医業
外費用）との比率で、経常収益／経常費用×100 で算出し、高い方がよく 100％以
上が望ましい。 

Ⅷ．病院経営指標と目標 
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病床利用率（％）の推移と目標数値

91.9 91.7 91.1

85.2

80.5
79.5

78.7 78.9

90.0%以上
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80.0

84.0

88.0
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16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 2１年度 22年度 23年度 ・・・・ 29年度

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平均在院日数の推移と目標数値

13.7 13.7

13.1
12.6 12.4 12.2

11.8

11.1
11.0日以下

9.0

10.0

11.0

12.0
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14.0
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16.0

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 2１年度 22年度 23年度 ・・・・ 29年度

 
 
 

【指標】病床利用率  【目標】90.0％以上とする 
病床利用率は、病院ベッドの稼働率でどれだけ有効に活用されているかを示す指標。
年延入院患者数／年延稼動病床数×100の式で算出し、高い方が望ましい。 

【指標】平均在院日数  【目標】計画期間内に 11.0日以下を達成する 
平均在院日数は、一般病床での患者が平均して何日入院しているかを示す指標。年
延在院患者数／（年度中の新入院患者数＋退院患者数）×１／２の式で算出し、急
性期病院の場合、患者の治療経過が良好で入院期間が短くなれば日数が短くなるの
で、短い方が望ましい。 
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医業収益に対する職員給与費の割合（％）の推移と目標数値
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【指標】医業収益に対する職員給与費の割合 【目標】50％以下を維持する
医業収益に対する職員給与費の割合は、職員給与費／医業収益×100 の式で算出し
ます。安定的に病院を経営するためには、50％以下であることが目安とされており、
医師、看護師等の確保を図りながらも医業収益を増加させることにより現在の水準
（過去５年間平均 47.5％）の維持を目指します。 
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（２）医療機能の確保に係る指標と目標 
 急性期医療を担う地域の中核病院として提供すべき医療機能の確保という観
点から、５つの指標と数値目標を定め、経営指標とします 
 
 
 
 
 
 

新規入院患者数の推移と目標数値

13,965 13,852

14,349
14,048

13,409 13,545
13,794
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16,500人以上
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新来患者比率の推移と目標数値

10.8
11.2

13.0 13.0
12.6

13.7
13.5

12.8
13.0%以上

10.0

11.0

12.0
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14.0
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16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 ・・・・ 29年度

 

【指標】新規入院患者数 【目標】16,500人以上とする 
入院患者のうち、新規に入院した患者の受入人数を表す指標。病床利用率の向上の
ためにも病床の効率的な利用（ベッドコントロール）に努め、16,500 人以上の新規
入院患者の受け入れを目指します。なお、25 年度は改修工事に伴う病床数の減少の
ために新規入院患者も減少が想定されます。 

【指標】新来患者数比率  【目標】13.0％以上とする 
外来患者のうち各診療科に初めて受診した患者の比率を表す指標。各診療科への初
診患者数／外来患者の総数 の式で算出します。急性期病院として地域の医療機関か
ら適正に紹介患者を受けることにより、新来の患者率の増加を目指します。 
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基幹３病院における救急車による患者受入割合(%)と目標数値

64.7%

61.1%

63.8%

60.9%
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臨床研修医（前期）の応募・採用状況（歯科医師を含む）
(単位、人)

区分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
応募者数 25 59 34 42 40 30 31 39 25
募集人数 11 13 13 16 16 16 16 16 16
マッチング数 11 13 13 14 16 14 13 16 11
採用者数 11 13 13 15 15 13 13 15 10

※平成16年度からマッチング方式による臨床研修医制度を実施

【指標】臨床研修医の採用人数 【目標】毎年度の採用予定人数を満たす 
臨床研修医の採用人数は、臨床研修医制度により当院（臨床研修指定病院）で医師
免許取得後２年間の研修を行う者の採用人数を示す指標。臨床研修医について、医
学生は研修したい病院、臨床研修指定病院は採用したい学生をそれぞれ順位付け、
医師臨床研修マッチング協議会に登録して、双方のマッチングにより決定されます。
臨床研修医の受入は、医師の人材育成のみならず、地域における医師の確保にとっ
ても重要です。 

【指標】基幹３病院における救急患者受入割合 【目標】50％以上を維持 
当院の救命救急センターに搬送される救急患者の受入割合を示す指標。四日市市消
防本部からの救急車搬送のうち、市内の基幹３病院（市立四日市病院、三重県立総
合医療センター、四日市社会保険病院）の受入数を分母、当院の受入数を分子とし
て算出し、当院の受入割合 50％以上の維持を目指します。 
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医療事故（アクシデント）件数の状況と目標数値
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【指標】医療事故（アクシデント）件数 【目標】０件とする 
医療事故（アクシデント）件数は、医療にかかわる場所で、医療の全過程において
発生する人身事故を示す指標。患者だけでなく医療従事者が被害者となる場合を含
みます。なお、平成 22年度までは実際には患者に影響が無くとも影響を及ぼす可能
性がある場合も事故としてカウントしていましたが、日本医療機能評価機構からの
指摘を受けて、平成 23年度からは医療事故による患者への影響度で件数をカウント
するという全国的な基準に合わせました。 
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今後も、救急医療、周産期医療、高度医療などの急性期医療に取り組み、当
院の役割と使命を達成していくためには、医師、看護師をはじめとする医療従
事者の確保と看護体制の充実は喫緊の課題であり、計画的かつ適宜適切な人事
管理を図っていくことが必要です。 
救急医療においては救急科専門医、麻酔科医の充実が、周産期医療において
は産婦人科医、小児科医の充実がそれぞれ必要であり、あわせて看護体制も整
備する必要があります。 
また、多様な医療スタッフが専門性とパートナーシップに基づき互いに連携、
補完し合い、患者の状況に対応して医療の安全性と質の向上を図るためのチー
ム医療の推進が、今後はより一層求められます。チーム医療を適正に実施して
いくためには専門分野において責任を持って業務を担う特定の資格を持った医
療スタッフの充実が不可欠であり、そのための職員配置が必要になります。具
体的には、病棟の薬剤業務を担う薬剤師や緩和ケアを担う精神科医などです。 
診療、看護体制の充実や経営状況などを勘案し、計画的な退職管理、随時採
用、短時間勤務の活用など柔軟かつ効率的な運用を行いながら、適切な人員配
置に努めますが、病院の経営に大きく影響を与える 2 年ごとの診療報酬の改定
に的確で柔軟に対応していくためには、相応の職員体制が必要となります。 
今後の救急医療、周産期医療などのさらなる充実、病床利用率の改善などを
図っていくためには人員確保が重要課題であり、当院の役割と使命に的確に対
応するために定数の見直しを行う必要があります。 
 
・過去の職員数の推移 

 
 
・今後の職員数の推移（計画） 

 

　単位：人

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

職員数 721 748 772 774 779

 　うち医師 88 91 94 96 100

 　うち看護師 491 513 534 534 534

　※事業管理者（院長）を除く

各年度４月１日現在　　単位：人

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

職員数 668 676 660 667 640 647 654 674 702

 　うち医師 73 76 76 84 80 81 86 90 88

 　うち看護師 438 439 438 442 438 443 440 452 479

　※事業管理者（院長）を除く

Ⅸ．職員数に関する考え方 
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＜病院職員数の推移（計画を含む）＞ 

病院職員数の推移（計画を含む）
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１．収益的収支      

(単位：百万円、％)

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
(試 算) (試 算) (試 算) (試 算) (試 算)

１. (ａ) 16,852 18,101 18,687 19,192 19,524

(1) 11,123 12,332 12,816 13,304 13,597

(2) 5,494 5,534 5,636 5,653 5,692

(3) 235 235 235 235 235

２. 852 1,186 1,247 1,472 1,501

(1) 454 465 478 481 479

(2) 219 241 265 292 321

(3) 63 63 63 63 63

(4) 116 417 441 636 638

(A) 17,704 19,287 19,934 20,664 21,025

１. (ｂ) 17,661 18,083 18,677 18,952 19,068

(1) (ｃ) 8,318 8,379 8,517 8,584 8,563

(2) 5,140 5,430 5,606 5,758 5,857

(3) 2,831 2,932 2,990 3,071 3,124

(4) 1,272 1,242 1,464 1,439 1,424

(5) 100 100 100 100 100

２. 542 843 975 1,089 1,100

(1) 88 109 136 141 137

(2) 454 734 839 948 963

(B) 18,203 18,926 19,652 20,041 20,168

医 　業 　損 　益 　(ａ)－(ｂ) △ 809 18 10 240 456

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) △ 499 361 282 623 857

１. (D) 0 0 0 0 0

２. (E) 50 50 50 50 50

特　別　損　益　(D)－(E) (F) △ 50 △ 50 △ 50 △ 50 △ 50

△ 549 311 232 573 807

(G) 2,829 2,518 2,286 1,713 906

(ａ)
(ｂ) 95.4 100.1 100.1 101.3 102.4
(Ａ)
(B) 97.3 101.9 101.4 103.1 104.2
(ｃ)
(ａ) 49.4 46.3 45.6 44.7 43.9

74.0 82.0 85.0 88.0 90.0

入 院 収 益

外 来 収 益
収
 
 
 
 
 
 
 
入

医 業 収 益

経 常 収 益

材 料 費

そ の 他

医 業 外 収 益

国 ( 県 ) 補 助 金

他 会 計 補 助 金

特
別
損
益

(C)＋(F)

×100

特 別 損 失

特 別 利 益

累 積 欠 損 金

純 損 益

医 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他

経 常 費 用

経 常 収 支 比 率 ×100

医 業 収 支 比 率

病 床 利 用 率

職員給与費対医業収益比率 ×100

 区 分
年 度

経 費

支
 
 
 
 
 
 
 
出

医 業 費 用

職 員 給 与 費

減 価 償 却 費

そ の 他

他 会 計 負 担 金

そ の 他

 
２．資本的収支 

(単位：百万円)

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
(試 算) (試 算) (試 算) (試 算) (試 算)

１. 2,176 1,900 400 400 400

２. 536 301 325 520 522

３. 0 0 0 0 0

４. 0 0 0 0 0

５. 0 0 0 0 0

６. 0 0 0 0 0

(A) 2,712 2,201 725 920 922

１. 2,774 2,120 500 500 500

２. 563 601 650 1,040 1,043

３. 23 23 23 23 23

(B) 3,360 2,744 1,173 1,563 1,566

差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 648 543 448 643 644

支
　
出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

そ の 他

支 出 計

収
　
　
　
入

企 業 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 負 担 金

国 ( 県 ) 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

そ の 他

収 入 計

 区 分
　　 年 度

 

Ⅹ．中期経営収支計画（平成25～29年度） 
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【第二次中期経営収支計画の前提条件】 
 第二次中期経営収支計画の前提条件については、次のとおりです。 
 
１ 収益的収支 

〔1〕収益的収入 
  １．医業収益 

(1) 入院収益 (2) 外来収益 
     各年度の単価を見込み、年間延べ患者見込数を乗じて算出していま

す。なお平成 25年度は、病棟の既設改修に伴い稼動ベッド数が減少す
るため、収益の減を見込んでいます。 

   (3) その他 
     室料差額収益、入院・外来文書料などを見込んでいます。 
  ２．医業外収益 
   (1) 他会計負担金 
     救急医療、高度医療、長期追加費用などに対する一般会計からの繰

入金を見込んでいます。 
   (2) 他会計補助金 
     基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費、病院群輪番制病院運

営事業補助金などを見込んでいます。 
(3) 国（県）補助金 

     臨床研修事業補助金、看護職員研修事業補助金などを見込んでいま
す。 

     (4) その他 
     医師公舎、駐車場使用料などのほか、地方公営企業法の改正により

新たに適用されるものとして、企業債償還金に係る一般会計からの繰
入金を長期前受金戻入として収益計上しています。 

 
 〔2〕収益的支出 
  １．医業費用 

(1) 職員給与費 
     平成 23 年度決算の職種別平均給与をもとに、各年度の職員見込数を

乗じて算出するほか、退職給付引当金の計上などを見込んでいます。 
   (2) 材料費 
     入院収益、外来収益の伸びに連動して、薬品費、診療材料費などを

見込んでいます。 
   (3) 経費 
     光熱水費、委託料、賃借料、修繕費など、病院の管理運営に要する

経費を見込んでいます。 
   (4) 減価償却費 
     建設改良事業により発生した減価償却費を見込んでいます。病棟増

築・既設改修事業、電子カルテシステム更新などの増加分を見込んで



 

 - 36 -

います。 
   (5) その他 
     研究研修費、資産減耗費を見込んでいます。 
  ２．医業外費用 

(1) 支払利息 
     建設改良事業の財源として借り入れた企業債に係る償還利息を見込

んでいます。 
   (2) その他 
     消費税などを見込んでいます。 
 
２ 資本的収支 

 〔1〕資本的収入 
  １．企業債 
    病棟増築・既設改修事業及び医療機器整備事業の財源として見込んで

います。 
  ２．他会計出資金 
    建設改良費及び企業債償還金に係る一般会計からの繰入金を見込んで

います。 
  ３．他会計負担金 
    出資以外の一般会計からの繰入金を示しています。 
  ４．固定資産売却代金・その他 
    固定資産売却代金、寄附金、長期貸付金返還金を示しています。 
〔2〕資本的支出 
  １．建設改良費 
    病院施設整備費及び固定資産購入費を見込んでいます。 
  ２．企業債償還金 
    建設改良事業の財源として借り入れた企業債に係る償還元金を見込ん

でいます。 
  ３．その他 
    就業準備資金貸付金を見込んでいます。 
 
３ その他見通し 

(1) 収益的収支、累積欠損金（再掲） 
 平成 25 年度は病棟既設改修工事に伴う稼動ベッド数の減少による収益の
減のため、赤字計上の見込みですが、工事終了後の平成 26 年度以降は、病
床利用率の向上等により黒字計上を確保し、累積欠損金の縮減を見込みます。 

 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
(試 算) (試 算) (試 算) (試 算) (試 算)

単年度純損益 △ 549 311 232 573 807

累 積 欠 損 金 2,829 2,518 2,286 1,713 906

（単位：百万円）

区分
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(2) 入院・外来患者数、１人１日当たり診療収入、病床利用率 
  入院収益、外来収益にかかる患者数、診療単価等については、以下のよう
に見込みます。 

   

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
(試 算) (試 算) (試 算) (試 算) (試 算)

年間延べ入院患者数（人） 153,417 170,090 176,778 182,500 186,515

１日平均入院患者数（人） 420 466 483 500 511

入 院 患 者 １ 人 １ 日
当 た り 診 療収 入 （ 円 ）

72,500 72,500 72,500 72,900 72,900

病 床 利 用 率 （ ％ ） 74.0% 82.0% 85.0% 88.0% 90.0%

年間延べ外来患者数（人） 395,280 395,280 396,900 395,280 395,280

１日平均外来患者数（人） 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613

外 来 患 者 １ 人 １ 日
当 た り 診 療収 入 （ 円 ）

13,900 14,000 14,200 14,300 14,400

区分（単位）

（単位：人、円、％）

 
 
(3) 退職給付引当金 
 退職給付引当金の計上及び残高については、以下のように見込みます。地
方公営企業法改正の経過措置である平成 40 年度までに所要額全額を計上し
ます。 

  

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
(試 算) (試 算) (試 算) (試 算) (試 算)

退職給付引当金
計 上 額

50 50 100 100 100

退職給付引当金
残 高

1,426 1,476 1,576 1,676 1,776

（単位：百万円）

区分

 
 
(4)  企業債 
病棟改修工事及び電子カルテシステム更新の事業費にかかる借入により
平成 26 年度まで増加しますが、平成 27 年度以降は借入の縮減により残高は
減少していく見込みです。 

 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
(試 算) (試 算) (試 算) (試 算) (試 算)

企業債借入額 2,176 1,900 400 400 400

企業債償還額 563 601 650 1,040 1,043

企 業 債 残 高 10,291 11,590 11,340 10,700 10,057

区分

（単位：百万円）
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 (5) 設備投資 
  病棟改修工事を平成 25 年度まで継続するほか、平成 26 年度には電子カ 
ルテシステムの更新を予定します。また、医療機器の更新を計画的に実施 
します。 

 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
(試 算) (試 算) (試 算) (試 算) (試 算)

病 棟 増 築 ・
既設改修工事

2,150 0 0 0 0

医療機器等整備 624 500 500 500 500

電子カルテ更新 0 1,620 0 0 0

計 2,774 2,120 500 500 500

区分

（単位：百万円）

 
    
(6) 資金収支 

  運転資金の確保や退職給付引当金等の適正な内部留保、あるいは減収な
どの変動への備えを含め、自己資本の蓄積により経営基盤を強化しつつ、
適正な資金の保有及び余剰資金の効果的、効率的な資金運用に努めます。 

 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
(試 算) (試 算) (試 算) (試 算) (試 算)

18 211 451 282 446

収 益 的 資 金 666 754 899 925 1,090

資 本 的 資 金 △ 648 △ 543 △ 448 △ 643 △ 644

6,492 6,703 7,154 7,436 7,882

（単位：百万円）

資 金 収 支

区分

資 金 残 高  
 
(7) まとめ 
 安定的な経営体制の確立という目標のもと、健全で持続可能な経営基盤
づくりを体系化したものとして中期経営収支計画を編成しました。当該計
画では、黒字経営の継続による累積欠損金の縮減を最優先事項に、計画の
最終年度末の欠損金は 10 億円を下回るものとしています。また、計画期
間後の平成31年度にはすべての欠損金を解消できるよう見込んでいます。 
 欠損金を解消し、収支が累積剰余金へ転換した後は、引き続き黒字経営
を継続しつつ、退職給付引当金計上の促進や企業債の早期償還に向けた減
債引当金の計上など、内部留保資金の増減を柔軟に行い、経営状況の動向
に応じた適正な規模の自己資本の保有に努めます。 
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あ 行 
 
育児短時間勤務制度 

 小学校就学前の子を養育するために、勤務形態の変更や希望する日及び時間帯に勤務で

きる制度。 
 
医療機関群Ⅱ群病院 

 大学病院の本院（医療機関群Ⅰ群病院）に準じる病院として、一定以上の「診療密度」、

「医師研修の実施」、「高度な医療技術の実施」、「重症患者に対する診療の実施」の実績が

ある質の高い医療の提供を行う病院。 
 
医療救護班 

 医療機関が被災し診療活動が困難となった場合に、現地の医療機関が復興するまでの間、

全国の医療機関と協力し、各病院が医師などで編成した医療チームで被災地域での診療行

為を行う。 
 
医療事故（アクシデント）、インシデント 

 医療事故（アクシデント）とは、医療に関わる場所で医療の全過程において発生する人

身事故一切を包含し、医療従事者が被害者である場合や廊下で転倒した場合などを含む。 

インシデントとは、患者に被害を及ぼすことはなかったが日常診療の現場でヒヤリとし

たり、ハッとした経験を有する事例をいう。具体的には、ある医療行為が、患者には実施

されなかったが仮に実施されたとすれば何らかの被害が予測される場合、患者には実施さ

れたが結果として患者に被害を及ぼすに至らなかった場合を指す。 

医療事故、インシデントは、国立病院機構における医療安全管理のための指針に基づき、

次のレベルに区分する。 

 レベル５  医療事故：事故により死亡（原疾患の自然経過によるものを除く） 

 レベル４  医療事故：行った医療又は管理により、生活に影響する重大な永続的影響

が発生した可能性がある場合 

 レベル３ｂ 医療事故：行った医療又は管理により、本来必要でなかった治療や処置が

必要となった場合 

 レベル３ａ ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ ：行った医療又は管理により、本来必要でなかった簡単な治療や

処置（消毒、湿布、鎮痛剤投与などの軽微なもの）が必要とな

中期経営計画用語解説 
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った場合 

 レベル２  ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ ：行った医療又は管理により、患者に影響を与えた、又は何らか

の影響を与えた可能性のある場合 

 レベル１  ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ ：誤った行為を患者に実施したが、結果として患者に影響を及ぼ

すに至らなかった場合 

 レベル０  ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ ：誤った行為が発生したが、患者には実施されなかった場合（仮

に実施されたとすれば、何らかの被害が予想された） 

 

院内トリアージ 

 救急外来患者に対して、緊急度（と重症度）の判断を医師または看護師が行い、治療の

優先度を決定すること。 
 
インフォームド・コンセント 

 医療側が診療や治療にあたって患者に、診断の結果に基づいた病状、治療に必要な検査

の目的と内容、治療の危険性、成功の確率、その治療以外の方法があればその方法、治療

を拒否した場合どうなるかなど、適切に患者にわかりやすく伝え、患者がそれを理解、納

得、同意し、治療に参加すること。 
 
ＭＲＩ（Magnetic Resonance Imaging） 

 被験者の体内の水素原子核の核磁場共鳴を信号として用い、傾斜磁場で任意方向の断層

像を撮影するもので、脳をはじめとする軟部組織の撮影に優れている、骨による障害陰影

が少ない、放射線被爆がない、などの特徴を有していることから、脳・関節・乳腺などの

画像診断に用いる。 
 
ＭＦＩＣＵ（Maternal Fetal Intensive Care Unit） 

 母体胎児集中治療室。重い妊娠中毒症、前置胎盤、合併症妊娠、切迫早産や胎児異常な

ど、出産の危険度が高い母体、胎児に対応するための設備と医療体制を備えた治療室。 
  
ＮＩＣＵ（Neonatal Intensive Care Unit） 

 新生児集中治療室のこと。早産児、低出生体重児、または何らかの疾患のある新生児を

集中的に治療、管理する治療室。 
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か 行 
 
化学療法室 

 主にがん患者を対象に、薬物治療により、がん細胞の増殖を阻害し、体内からの駆逐を

行うために点滴などを行う治療室。 
 
がん性疼痛 

 がんに伴う不快感や痛みのこと。非常に強い痛みを伴い睡眠や食欲を妨げる場合もある。 
 
感染症医療 

病原微生物が人体に取り付き侵入する事が感染であり、それによって引き起こされる病

気を治療する医療のことをいう。病原微生物には、ウイルス、細菌、真菌、寄生虫が含ま

れる。 
 
感染症病床 

 危険性の高い感染症の患者を治療する病床。国が指定する感染症の種類により都道府県

が感染症病床を指定しており、当院はポリオ、ジフテリアなどの二種感染症を受け入れる

第二種感染症病床２床を有している。 
 
緩和ケア 

 がんに伴う、痛み、倦怠感などの様々な身体的な症状や、落ち込み、悲しみなどの精神

的な苦痛を麻酔科医、精神科医を中心としたがんに携わる医療スタッフ全員で和らげるた

めの医療。 
 
がん登録 

 都道府県など人口構成が明らかな人口集団を対象とし、そこに居住中にがんと診断され

た全患者の医療情報を収集、整理、解析し、統計化して、がん羅患(発生)率、受療状況、

がん患者の生存率を計測し、その推移を観察し、がん対策の企画、評価のための統計資料

を提供するとともに、がん医療の評価、向上、がんの疫学的研究などの推進に用いること

にある。 

机上災害対応訓練 

 医療チーム、消防、レスキュー、救急隊員、警察など大事故や災害時に人命救急に携わ

る個人や機関を対象に、各々の対応能力の向上を計るべく、過去の起きた災害の分析や、

検証、確認を想定したシナリオから机上で行う訓練。 
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急性期医療 

 発症から症状がある程度改善するまでの段階に対して、集中化した医療により、症状が

不安定な患者を短期間に回復させる医療。 
 
救命救急センター 

 三次救急医療機関のこと。別途、三次救急医療解説参照。 
 
クリーン病床 

 白血病やリンパ腫などの血液の病気の治療に必要な無菌室。 
 
クリニカルパス 

 入院から退院までの医療スケジュールを、疾患ごとに標準化したもので、患者ごとの治

療計画として医療スタッフのほか、患者にも示される。医療の標準化と質の高い医療の提

供を目的としている。 
 
研修医 

 医学部卒業後２年間は初期研修医といい、基本的診療能力を身につけるため多くの診療

科で研修を受ける。初期研修修了後、３年間は後期研修医といい、将来目指す診療科で専

門的な研修を行う。 
 
後発医薬品（ジェネリック医薬品） 

 医薬品には、その有効成分が初めて発売された先発品と、その薬の特許が切れた後で発

売される後発品がある。開発に莫大な費用がかかる先発品に対して、後発品は安価であり、

成分も効用も先発品とほぼ同じものである。 
 
 
さ 行 
 
三次救急医療 

 二次救急医療〔入院治療を必要とする重症救急患者の医療を担当する体制で二次保健医

療圏を単位として病院群輪番制（市内では市立四日市病院、三重県立総合医療センター、

四日市社会保険病院）で実施〕で対応の困難な、より高度で専門的な治療を要する重篤・

重症や複数の診療領域にわたる急病患者に係る救急医療を 24時間体制で行う。 
 
市総合計画 

 長期的な展望に立って本市の目指すべき将来像を描いた上で、その町づくりの実現に向
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けて総合的かつ計画的に取り組む上での基本的な計画。 
 
ＧＣＵ（Growing Care Unit） 

 ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）で治療を受け、低出産体重から脱した新生児、状態が安

定してきた新生児が引き続き治療を受けるための治療室。状態によっては出生直後からＧ

ＣＵで治療を受ける場合もある。 
 
資本的収支 

 将来の経営活動に備えて行う、施設の改良や投資に必要な収入（企業債、出資金）及び、

支出（施設整備費、固定資産購入費、企業債償還金など）のこと。 
 

収益的収支 

 病院経営を行う上での、全ての収入（診療報酬など）と支出（人件費、診療材料費など）

のこと。 
 
周産期医療 

 概ね妊娠の 22週から出生後７日後の母子を対象とした、産科分野、小児科分野を組み合
わせた医療。 
 
周産期母子医療センター 

 リスクの高い妊産婦や重症な新生児を受け入れ、高度で総合的な周産期医療を提供する

施設。施設の状況により、総合周産期母子医療センター〔相当規模の新生児集中治療室等

医療設備、産科医師等の医療スタッフの確保などの医療体制の充実等の施設基準を満たし

た病院（三重県内では三重中央医療センターのみ）〕と地域周産期母子医療センター〔総合

周産期センターに近い診療機能を備えているが、設備規模、医療体制等が基準を満たして

いない病院（三重県内では、市立四日市病院、三重県立総合医療センター、三重大学医学

部附属病院、伊勢赤十字病院の４箇所が指定されている。）〕に分けられる。 
 
就職準備資金貸付制度 

 当院就職の看護師（正職員に限る）に対し、就職時 30万円以内の貸付を行い、３年間の
勤務を以って返還を免除する当院の制度。 
 
助産外来 

 妊産婦の健康診査および保健指導が助産師により行われる外来 
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初期臨床研修 

医師として大学卒業後２年間で内科系、外科系を問わず必要な基本的な診療能力を身に

つけるとともに、患者を診るための基本的姿勢を見つける研修期間。 
 
ＣＴ（Computed Tomography） 

 コンピュータ断層撮影装置。Ｘ線を人体の 360°から照射して人体の輪切りの画像を得る
ことができ、Ｘ線を受ける検出器を多列化したマルチスライスＣＴが普及している。 
 
診療密度 

 １人の患者の診療行為に対して、困難な手技や複数の処置を必要とする診療。 
 
診療材料 

 ガーゼ、ペースメーカー、人工関節など医療行為に直接用いる製品。感染対策の観点か

ら滅菌され１回限りの使用のものが多い。 
 
診療報酬 

 保険診療の範囲内において行った医療行為の対価として医療保険から医療機関に対して

支払われる報酬。手技の難易度や診療時間により報酬となる金額が決められる。 
 
専門医  

 進歩する医学・医療に対応する専門領域担当の医師の育成及び臨床基盤の広い医師がそ

の専門的能力をより効果的に発揮するために設けられている認定制度。 
 
専門看護師 

 困難で複雑な健康問題を抱えた人、家族、地域に対して、水準の高い看護ケアを効率よ

く提供するために特定の専門看護分野の知識や技術を高めた看護師。 
 
 
た 行 
 
退職給付引当金 

 地方公営企業法の改正により予算計上が義務付けられたもので、事業年度の末日におい

て、全職員（同日における退職者を除く）が自己の都合により退職するものと仮定した場

合に支給すべき退職手当の総額を算定し、引当金として計上するもの。 
 
 



 

 - 45 -

第二種感染症指定医療機関 

 厚生労働省が指定する第二類感染症〔急性灰白髄炎(ポリオ)、重症急性呼吸器症候群(Ｓ
ＡＲＳ)、結核、ジフテリア、鳥インフルエンザまたは、新型インフルエンザなどの感染症〕
の入院を担当する医療機関。北勢保健医療圏では当院（感染症病床２床）と県立総合医療

センター（感染症病床４床）が指定されている。 
チーム医療 

 患者を中心として、医師、看護師、医療技術職員など様々な医療専門職がチームを形成

して行う医療。 
 
地域医療支援病院 

医療施設機能の体系化の一環として、患者に身近な地域で医療が提供されることが望ま

しいという観点から、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施などを通

じて、第一線の地域医療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、

地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備などを有するものについて、都道府県

知事が個別に承認する病院。 
 
地域がん診療連携拠点病院 

 がん治療の均てん化を図るため、二次保健医療圏に概ね１箇所整備するとされている。

ただし、がん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られること

が明確である場合には、この限りではない。なお、この場合には、県のがん対策推進計画

との整合を図る必要がある。県内では、地方独立行政法人三重県立総合医療センター、独

立行政法人国立病院機構三重中央医療センター、日本赤十字社伊勢赤十字病院、三重厚生

連松阪中央総合病院、三重厚生連鈴鹿中央総合病院の５病院が指定されている。 
 
地域がん診療連携推進病院 

 国が定める「地域がん診療拠点病院」の指定要件から、放射線治療、化学療法、緩和ケ

アに係る診療従事者の配置基準についてなど、一部要件を緩和して三重県が指定した病院。 
 
地域連携クリニカルパス 

 急性期から回復期病院を経て自宅に戻るまでの治療計画。患者や関係する医療機関で共

有することにより、効率的で質の高い医療の提供と患者の安心につながる。 
 

地方公営企業繰出基準 

 地方公営企業の運営に要する経費に対して、その一部を一般会計が負担することとし、

国の定める地方財政計画に所定の地方公営企業繰出金が計上され、地方交付税などによる

財政措置がなされた上で、その繰出項目と基準を国が毎年通知しているもの。この基準に
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基づいて、一般会計から公営企業会計へ繰出しが行われている。 
 
地方公営企業法の全部適用 

 地方公営企業法第 2 条に規定されている公営企業で、地方財政法施行令第 6 条に定めら
れている公営企業のうち、企業経営のための組織、財務、職員の身分取扱等に関する地方

自治法等の特例を定めている地方公営企業法の規定の全部を適用すること。当院は、平成

17年4月1日から地方公営企業法の一部適用から全部適用へ移行し事業管理者を設置した。 
 
中央材料室 

 滅菌装置や洗浄装置を保有し、病院内の手術や検査その他いろいろな処置に使用した医

療ききの洗浄、滅菌、院内供給を一括して行う部屋。 
 
ＤＰＣ（Diagnosis Procedure Combination） 

 急性期入院医療について病気の種類や診療内容で診断群分類により１日当たりの包括し

た報酬が決まる制度。従来の診療行為ごとに料金を計算する出来高方式と異なる。 
 
ＤＭＡＴ（Disaster Medical Assistance Team） 

 大地震及び航空機、列車事故など災害の急性期（概ね 48時間以内）に被災地に可及的速
やかに駆けつけ、救急医療を行うための専門的な訓練を受けた災害時派遣医療チーム。 
 
電子カルテ 

 医師が診療の経過を記録するカルテをコンピューターに記録、管理するシステム。また、

オーダエントリシステム（画像や検査、処方、オーダリング機能、看護サマリー）も電子

カルテの記録に含まれる。 
 

トリアージ 

大規模災害発生時において多数の傷病者が発生した場合に、傷病の緊急度や程度に応じ、

治療の優先度を決定すること。 
 
 
な 行 
 
二次保健医療圏 

 地理的条件や生活圏を考慮して設定された一般的な医療サービスを提供する医療単位。

亀山市、鈴鹿市以北の三重県内の市町で北勢保健医療圏を形成している。県内では他に中

勢伊賀、南勢志摩、東紀州を含め４つの二次保健医療圏が設定されている。 
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認定看護師 

 必要な教育課程を修了し、特定の看護分野で熟練した知識技術を有すると認定された看

護師。認定看護師の役割は、特定看護分野において、個人、家族、団体に対し実践、指導、

相談機能を果たすこととされ、救急、創傷、ホスピス、感染管理、重症集中など 21分野が
特定されている。 
 
認定薬剤師 

 医学、薬学の高度化、専門化に伴い、特定の医療分野において高度な知識技量、経験を

持つと認定された薬剤師。がん薬物療法認定薬剤師や感染制御認定薬剤師などがある。 
 
 
は 行 
 
病棟臓器別センター 

 病棟臓器別センターは、一つの病棟において内科系と外科系が連携しあい、患者の疾病

に対して専門技術を集約し、より高度な技術により総合的な診断・治療を提供する体制を

いう。 
 
病棟薬剤師 

 病棟専任の薬剤師を配置することにより、入院患者に対する最適な薬物療法の実施によ

る有効性、安全性の向上を図るとともに、薬剤師の専門性を活かしたチーム医療を行うこ

とができる。 
 
放射線画像システム 

 ＣＴやＭＲＩ、超音波診断装置などの医療用画像診断機器で撮影した画像データを受信、

保存し、閲覧者からの要求に応じて特定の画像データをクライアントに送信するシステム。

フィルム管理が容易になり、１つの画像を複数の診療場から同時に閲覧できるという利点

を持つ。 
 
母体・胎児診断センター 

 妊娠中の母体と胎児を最新鋭の高度な超音波（エコー）診断装置などにより診断し、早

期に胎児の状態を把握するためのセンター。 
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ま 行 
  
三重県の周産期医療体制整備計画 

 妊娠、出産から新生児にわたって高度専門的な医療を提供する周産期医療体制を整備す

ることを目的に平成 23～27 年度を期間として三重県が策定した計画。 
 
ら 行 
 
臨床研修病院 

 医師免許を取得した医師の初期研修（２年）を実施する施設として、厚生労働省が指定

する病院。 
 
臨床研修プログラム 

 医師免許を取得した医師の初期研修（２年）の実施に関する計画。当院では、他病院の

プログラムよりも選択期間が長く研修医がより柔軟に対応できるプログラムとしている。 
 
累積欠損金 

 営業活動（収益的収支）において、支出が収入を上回ったことにより損失を生じ、かつ、

繰越利益剰余金（前年度以前に生じた利益で今年度に繰り越したもの）や利益積立金（前

年度以前に生じた利益を積み立てたもの）などでその損失を補填できなかった場合に生じ

る各事業年度の損失決算額が累積されたもの。 
 


